質疑回答内容公表

業務名　環境クリーンセンターごみ焼却施設基幹的設備改良工事設計・施工監理業務委託
回答課　ごみ資源循環課・契約検査課
更新日　令和８年６月１日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年５月２５日
	①仕様書P9第１章第2節２．監理員の資格及び監理（１）１）～３）、（２）１）～５）
（１）１）管理技術者、２）照査技術者以外については、複数名の配置も可と理解してよろしいでしょうか。
②仕様書P9第2節２．（１）１）～３）、（２）１）～５）
（２）１）プラント担当技術者は、実績を重視し、各種ボイラー・タービン主任技術者、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者でも配置可としていただけないでしょうか。

③仕様書P10第3節２．（２）１）

本業務期間：契約締結日の翌日から令和１３年３月３１日のうち、想定されている実施設計監理業務期間を含め、おおよその工程をご教示ください。

④仕様書P10第3節２．（２）１）２）
「本市が許可する場合に限りテレビ会議システム等を活用できるものとする。」とございますが、許可いただけない条件をご教示ください。

⑤仕様書P10第3節２．（２）１）２）
「２）設計定例会議には総括責任者及び協議内容により担当技術者が出席すること。」とございますが、２．（１）の記載より、総括責任者は、管理技術者又はプラント担当技術者のご主意と理解してよろしいでしょうか。
⑥仕様書P11第3節３．（２）１）

月間工程会議及び週間工程会議も同様に、第３節２．（２）１）と同様に、貴市が許可する場合に限りテレビ会議システム等を活用できるものと理解してよろしいでしょうか。
⑦仕様書P11第3節３．（２）２）、３）
月間工程会議及び週間工程会議も同様に、第３節２．（２）１）と同様に、貴市が許可する場合に限りテレビ会議システム等を活用できるものと理解してよろしいでしょうか。
⑧P16第2章 第３節３．（２）
「月間工程会議には、総括責任者及び必要な副責任者、担当技術者が出席すること。」とございますが、「必要な副責任者」は、担当技術者に含まれるものと理解してよろしいでしょうか。
⑨仕様書P17第3節５．

工場検査立会の貴市が指定する特定製品について、回数や品目等の具体的な想定がございましたらご教示ください。

	令和８年５月２９日
	①複数名配置することは可能としますが、常時窓口となる担当者を１人選定してください。ただし、配置した複数名の技術者は、本業務に関与するものとして、必要に応じて会議の出席、報告、対応を求めます。
②プラント担当技術者（統括責任者）について、基幹的設備改良工事は土木・建築工事から排ガス冷却設備、余熱利用設備、電気設備等の機械工事まで幅広い施工に関する知識と経験が必要となることから、入札公告から資格要件の変更はしません。
③本市の現状の想定では、実施設計監理業務期間は令和８年度まで、令和９年度から１２年度までを施工監理業務期間と考えています。
④テレビ会議システム等の活用について、前回会議からの進捗や現地確認、対面協議の必要性の有無を受託者、事業者の３者と協議の上で決定することを想定しています。業務の進捗状況や内容を踏まえ、対面での会議が望ましいと判断される場合については、テレビ会議システムの活用を許可しないこともあります。
⑤設計定例会議への出席者について、管理技術者とプラント担当技術者が兼務していない場合、原則管理技術者が出席するものとします。
⑥，⑦お見込みのとおりです。
⑧「必要な副責任者」については、業務内容に応じて、担当技術者に含まれるものとします。
⑨工場検査立会については、実施設計期間において事業者から提出される設計図書の中から、本市が必要と判断したものについて実施することを予定しておりますが、現段階で具体的な想定はしておりません。

	２
	令和８年５月２６日
	本業務の入札条件には「(2)安城市条件付一般競争入札実施要綱に規定する市内、準市内又は県内の業者であること。」とありますが、競争性を高める（幅広く募集）ことが求められることから、県内の業者とした理由をご教示ください。
	令和８年５月２９日
	条件付き一般競争入札実施要綱別表第２「工事委託、一般委託、賃貸借及び物品購入に係る入札参加資格設定基準」において、工事委託に係る入札の地域要件を県内と定めているためです。


	３
	令和８年５月２５日
	①仕様書P9第2節２．（１）１）～３）、（２）１）～５）
設計監理業務には総括責任者の定義がなく、また担当技術者も土木建築担当技術者のみとなっております。一方、第３節２．実施設計監理業務については（１）「管理技術者のもとで、～に関する経験を有する担当技術者により実施」とございます。よって、実施設計監理、施工監理業務にかかわらず、（１）設計監理業務には（２）の技術者を含み、（２）施工監理業務にも（１）の技術者を含む主旨と理解しておりますが、その理解でよろしいでしょうか。
②仕様書P11第1章 第3節３．（２）２）、３）
「２）月間工程会議には”統括監理者”及び土木建築担当技術者並びに協議内容により担当技術者が出席すること。」「３）週間工程会議には、”統括管理者”、土木建築担当技術者及び協議内容により担当技術者が出席すること。」とございますが、「統括監理者」「統括管理者」は、管理技術者又はプラント担当技術者のご主旨と理解してよろしいでしょうか。

また、土木建築担当についても、第2節２．（２）２）と同様、「協議による担当技術者」に含めさせていただけないでしょうか。
	令和８年６月１日
	①実施設計監理業務の担当技術者については、「表２　配置技術者兼務一覧」で兼務可能な場合、（２）施工監理業務の技術者を配置可能ですが、兼務不可能な場合、別の技術者の配置が必要です。
また、施工監理業務については、第２節２．（２）の配置体制から変更しないものとします。
②「統括監理者」「統括管理者」は、管理技術者もしくはプラント担当技術者を指します。

また、土木建築担当技術者について、協議内容が土木建築担当技術者の業務範囲の場合、「協議による担当技術者」に含めることを可能とします。


